
陳情審査部分抜粋：令和 2年 3月10日 地域文教委員会（未定稿） 

送付２－５ 千代田区へ第三者委員会の開催と再調査をお願いしたく陳情します 

 １ 

○永田委員長 それでは、日程１、陳情審査に入ります。 

 送付２－５、千代田区へ第三者委員会の開催と再調査をお願いしたく陳情しますについ

てです。 

 陳情書の朗読は省略でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○永田委員長 はい。それでは、本陳情書につきまして、執行機関から情報提供はござい

ますでしょうか。 

○佐藤指導課長 本件につきましては、訴訟を継続中の案件でございますので、説明のほ

うは差し控えさせていただきます。 

○永田委員長 はい。一旦休憩します。 

午後２時１２分休憩 

午後２時１２分再開 

○永田委員長 では、委員会を再開いたします。 

 本件の取り扱いについてですが、ただいま執行機関から説明がありましたとおり、裁判

で係争中であるため、執行機関に対して申し入れをすることができませんので、本件につ

いては審査は終了したいと思いますが、その前に、基本的な一般論としていじめについて

確認したいことがありましたら質疑をお受けいたします。 

○牛尾副委員長 じゃあ、一般的な話です。いじめがあった際に、各学校で健全育成サポ

ートチームがつくられていろいろ対応されると。で、そこでなかなか対策チームと被害に

遭われたお子さんや保護者の方々が納得できない場合に、いじめ問題の対策委員会がつく

られ、さらに、その上に区長部局のいじめ問題調査委員会が開催されると。この流れにつ

いて若干説明いただければと思いますけれども。 

○佐藤指導課長 いじめにつきましては、いじめ防止のための諸策につきましては、まず

は早期発見、早期解決を大前提としているところでございます。学校で起こった際には、

担任等を含めて学校の中でチームとなって子どもたちに聞き取りを行う、保護者へ連絡等

対応をしていくところでございます。その中で重大事態というものが発生した際に関しま

しては、第三者委員会のほうが行われていくという流れになります。重大事態の定義につ

きましては、いじめ防止対策基本法第２８条第１項において規定をされております。いじ

めにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ

ると認めるとき。そして、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠

席することを余儀なくさせる疑いがあると認めるとき。こういったときにおきまして教育

委員会がいじめ第三者委員会のほうを開催するという形になっているところでございます。 

○牛尾副委員長 まず、相当な期間というのは、大体どれぐらいの日数ですか。 

○佐藤指導課長 年間３０日を目途にしております。 

○牛尾副委員長 あと、生命や財産に重大な危険が生じると判断される場合と。この判断

というのはどこが行うのかというのは、どこが行いますか。 

○佐藤指導課長 生命と財産につきまして、例えば例で申しますと、いじめられた側に重

大な障害を負うといったようなこと。もしくは自殺等を機とした場合というようなことが

ございます。また金品等に重大な被害をこうむった場合ということがありますので、そこ

におきましては、基本的に保護者同士の中で解決、そういったものが重大事態に当たるか
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どうかというのは話し合いの上で解決ができれば解決をしていくんですが、これは重大と

して捉えると、納得ができないということであれば、保護者の申し出により重大事態とし

て取り扱っていくという方向になります。 

○牛尾副委員長 じゃあ、保護者側がこのまま行くと重大なことになるというふうな判断

があれば、それを何といいますか、教育委員会の側といいますか、そのチームの側も重大

事態ということで認定するということですか。 

○佐藤指導課長 先ほど副委員長もご指摘のように、学校のほうで開催する健全育成サポ

ートチームがありますので、その中で多数出席者、多角的な判断により、そういったもの

がそういう重大事態に当たるかどうかというのは、そこで十分に検討はされるというふう

に考えています。 

○牛尾副委員長 わかりました。じゃあチームの中で重要事態かどうかというのが判断さ

れると。で、仮に健全育成サポートチームのほうが、これは重大事態までに行かないだろ

うといっても、重大事態がどうかというのは、やはり保護者の側とかいじめられたお子さ

んの側で、何といいますかね、そうは思ってない可能性が場合によってあるわけじゃない

ですか。その際、保護者の側がもっとよく調査をしてほしいと、第三者委員会で調査をし

てほしいという要望があった場合、それに応える、応えて開くという可能性はあるんです

か。 

○佐藤指導課長 ご指摘のとおり受けるという形になります。 

○牛尾副委員長 わかりました。 

○永田委員長 ほかに。 

○河合委員 何年か前にいじめに対する一般質問をさせていただいたんですけども、教育

委員会として、いじめというのは、言葉はいじめという言葉だけれども、犯罪であるとい

う認識はお持ちでしょうか。 

○佐藤指導課長 いじめにつきましては、一番大もとの定義としましては、やはり子ども

が身体的にも心理的にも苦しむというような状況が発生した場合においてということでご

ざいますが、その中にいじめの結果起こってしまったことに対しては、犯罪か否かという

ことも含めてそこはしっかりと、内容によるということになりますけれども、検討はして

いく必要があるという認識に立っています。 

○河合委員 まあ、という言葉が犯罪ではないような、子ども同士の仲間意識から起こっ

た傷害事件とか、そういうものに犯罪ではないいじめという分野だけのくくりみたいなと

ころでちょっと緩和されるようなところがあるんで、その辺は注意が必要かなと思うんで

すけども、もう一つ、皆さんはわからないかもしれないけど、我々は議員ですから、まち

に出てＰＴＡのお母さん方とか保護者の方と話す機会があります。そうすると、今の表面

に出てくるいじめよりもかなり多くのいじめの話というのは我々は聞いているわけですね。

で、それは表に出てこない。どういう解決をしたかもわからないけども、本人が納得して

泣き寝入りをしたのか、どうかわからないですよ。でもこういう場には出てこないいじめ

の問題というのは結構あると思います。 

 それで、一番大事なのは、校長先生も含めて、教員も含めて、いじめがない学校にした

いという思いはありますよね。そのために、多少のいじめは目をつぶるみたいなところが

あるんではないか、評価の問題があるから。そうではなくて、本当に小さいことでも、こ
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れはいじめになる早期発見の部分ですよね。いじめになる可能性があるかもしれないと。

そういうものを見つけてきた教師もしくは校長先生に対しての評価を逆に上げてあげるよ

うな、点数表じゃないですけども、そういう考え方にしていかないと、このいじめの発見

とかいじめに対する対応というのはどんどんどんどん後手に回ってしまうという、私はず

っとこれを見ていると、気がするんですよ。だから、千代田区の教育委員会として都教委

も含めて、いじめの評価というのを変えてあげる。見つけてきた人には非常によくやった

ねというような評価に変えてあげるということが大事かなと。そこからスタートしていか

ないと、なかなかこのいじめの問題はなくならないだろうというふうに思っています。そ

の辺のお考えというのをわかればお聞かせください。 

○佐藤指導課長 ご指摘ありがとうございます。いじめ問題はここ１０年、２０年の間で

大きく様相をまた変えてきているなというふうに思います。初めはやはりいじめがあると

いうことをカウントするのを各学校が、もうそれは余りよしとしないことであるというよ

うな考えがありましたが、今は全くそれが意識としては全国的にも変わってきているとい

うふうに認識しています。すなわち、きちんとグレーゾーンも含めて、いじめかどうかは

わからないけれども、子どもたちの中であるものはやっぱりきちんと見つけ出してしっか

り対応していくと。その大もとになるのは、やはり何でも言いやすい相談しやすいような

教師と生徒の関係であったりとか、そういった学校風土の醸成をしていくということであ

るかというふうに思います。 

 千代田区におきましては、派遣されたカウンセラーだけではなく、スクールライフサポ

ーター等配置して、各学校の中でいじめが発見できるような仕組み、そして電話や相談レ

ターといったようなお手紙でも受け付けられるような仕組みをとっております。余りそう

いうものは数的には多くないのですけれども、そういうところも千代田区としては構えて

おき、決して数が少ないからといってそれがよしというようなことを伝えてはおらず、む

しろきちんとやはり積極的にあったものは報告をしていただきたいというようなスタンス

に立っておりますので、ちょっとポイント制にするとか、そのあたりについては、まだま

だそういった検討はしてないんですけれども、数が多く出てくるからといって、それが学

校経営上よろしくないとか、そういうような認識には立っておらず、むしろ早期発見、早

期解決のためにご尽力いただいているというような解釈をしているところでございます。 

○牛尾副委員長 今のに関連。 

○河合委員 最後だけ。 

○永田委員長 河合委員。 

○河合委員 そういう発見のシステムとか、そういうことは充実をしているかなと私は思

っています。そうではなくて、評価の問題だよね。よくいじめを探したねとかいうふうに

教員も含めて校長も含めて評価をしてあげると。そこを優先にしなさいということが大事

かなと思うんで、言っている意味はわかると思うんですけども、その辺も含めて対策をお

願いしたいと思っています。よろしくお願いします。 

○佐藤指導課長 ただいまお受けしました意見を受けまして、各学校とのやりとりの中で

さらにこういった取り組みを充実させていきたいというふうに考えます。 

○永田委員長 副委員長。 

○牛尾副委員長 今のに関連しまして、河合委員のおっしゃるとおり、やはりいろんな細
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かい問題でも気軽に相談できるような雰囲気づくり、これは本当に大事だというふうに思

います。 

 あと、私も、もちろんいじめに遭われているお子さんというのが一番被害に遭っている

わけですけれども、やはり加害者側の子どもさんも結構さまざまな今いろんなストレスを

抱え、今、小学校から受験、受験ということで夜遅くまで勉強されているというお子さん

もいらっしゃいますし、そういったストレスのはけ口がいじめになるということも指摘を

されているんで、やはりいじめている側、いじめられている側の対応というのが一番大事

なんですけれども、やはりそういった、何というかな、子どもにストレスがないような状

況をつくり出していくような学校の雰囲気づくり、細やかな先生たちが子どもたち一人一

人見られるような状況とか、そういったのもあわせて対策を行っていただければと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

○佐藤指導課長 今現在、各学校のほうでは、定期的にやっぱりいじめの調査というか、

アンケート調査を行って、子どもたちがそこに本当に困っていることがあったら書きなさ

いというような形で行っておりますし、その頻度も学校に合わせて学年に応じて数多くや

っているようなところもございます。また、スクールカウンセラーによる面談を全学年で

実施するような学年も置いているところでございます。委員ご指摘のように、やはりさま

ざまいじめられるほうもそうですけど、いじめる側にとっても、やはりそれなりの理由が

あるというようなことも把握しつつ、やはり保護者のほうにもそういったところで十分に

ご理解をいただきながら、何か起きた際にはいじめたほう、いじめられたほうも含めて、

保護者も含めて総合的にきちんと子どもを理解して解決を図っていく。そしていじめの解

決に向けて子どもたちが主体的に行動できるような風土をつくっていくということが重要

であると感じています。 

○永田委員長 はい。 

 ほかに。 

○秋谷委員 当該小学校には、スクールロイヤー、確認なんですけど、スクールロイヤー

はいたんでしょうか。 

○佐藤指導課長 この案件についてで。（発言する者あり）じゃあ、概要で。 

○永田委員長 一般的に、小学校にスクールロイヤーがいるのかどうか。 

○佐藤指導課長 この発生時においては、まだその制度はスタートはしていなかったです

けれども、学校の状況等に応じて相談は受けることはできたということになります。 

○永田委員長 秋谷委員。 

○秋谷委員 その場合、弁護士の先生が来るとは思うんですけれども、弁護士の先生はど

ちらの味方をするんでしょうかね。学校のスクールロイヤーであればもちろん学校の肩を

持つであろうし、それは被害者側のためについていると言えば被害者側のほうになると思

うんですけど、その点――まだないのかな。ちょっとその点どうお考えでしょうか。 

○佐藤指導課長 基本、法律家相談におきましては第三者委員会には入らないというよう

な形をとっておりますので、このとき法的相談において、いじめにおいては、基本、子ど

もたち、保護者同士の解決によりますが、その後、こじれて何らかの非常にハードな対応

を求められた場合に学校が迷うといったときに、学校が直接的に相談をできるという制度

になっているところです。 
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○秋谷委員 スクールロイヤー、法律の専門家からしっかりアドバイスを聞きながら、物

事を事件とかいじめの事件を解決していくというのはすごく大事なことだとは思うんです

けれども、スクールロイヤーがこれからつくっていくというときに、片一方のほうから見

たらすごく助かるけど、片一方から見れば、いや、それはあっちの肩を持っているんじゃ

ないかよとなりかねないものなので、しっかりとこれからもしつくっていっていただける

のであれば、その辺の何ですかね、やり方等を考えていっていただきたいんですけども、

その点いかがお考えでしょうか。 

○佐藤指導課長 基本は、スクールロイヤーは中立的な立場で物事を判断するということ

になりますので、いじめの案件の細かい部分につきましては、やはり学校とその関係者で

していくと。で、長期化していった場合において、非常に難解な双方の要求が出てきた等

の場合においては、学校がこういうのはどうしたらいいだろうかというような相談を受け

るという仕組みになっているところでございます。 

○秋谷委員 最後、すみません。おっしゃるとおり、それは、理想としては中立であるべ

きだし、物事を客観的にというのはわかるんですけど、やはり加害者のほうからすれば、

普通弁護士って加害者のほうの味方をしますし、ただ、被害者のほうからすれば学校がと

なるんで、その中立というのを何をもって中立か、その制度としてしっかり中立性が客観

視できるようなのをぜひお願いしたいですけど、どうでしょうか。 

○佐藤指導課長 いじめの当該事案のやりとりにつきましては、法律家相談が入り込むと

ころではないというふうに認識はしていますけれども、基本的には先ほどもお話ししたよ

うに、長期化した場合の中においての例えばやりとり、もしくは早期段階において、ちょ

っと学校として困るような案件ということですので、そのいじめの内容とか、その中身に

対する解決のかかわり方については、やっぱり学校と当事者同士であったりとか、中には

指導主事、我々行政が入っていって話を聞き取ってというような対応が基本としていると

ころでございます。 

 このようにスクールロイヤー制度がどんどんどんどん普及してくると、恐らく委員のほ

うで何でもかんでもというような形になってしまうと正しい判断がなくなってしまうので

はないのかということですが、そのあたり法律家の専門ですので、その方の判断は非常に

基本的には信頼をしているところですが、改めて注視はしていきたいというふうに考えま

す。 

○村木教育担当部長 ただいまの指導課長のご答弁に、ちょっと補足させていただきます。 

 今、スクールロイヤーのことについて、秋谷委員からご指摘ございました。国のほうで

もこのスクールロイヤーの設置を推奨しているわけなんですけど、そこで考えられている

のは、秋谷委員からご指摘があったような、中立の立場で紛争解決するというようなとこ

ろだと思います。 

 ただ、千代田の場合は、先ほど指導課長のほうからもお話がありましたように、まず問

題の解決に当たっては学校を含めた当事者の話し合い、これが基本であると。そちらが、

ただどうしても長引いたりとかこじれてしまったりとか、そういったときに紛争解決の専

門家である弁護士さんのアドバイスをいただきながらよりよい解決方法を目指していく。

そういったところを考えてございます。公正中立な立場でということであれば、このいじ

めの場合には、いわゆる第三者委員会というものがその任に立つことになりますので、先
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日、ご質問いただきましたが、そういった意味でこのスクールロイヤーの方が第三者委員

会にかかわることはございません。それで行くと第三者委員会の中立性が壊れてしまいま

すので、そこのところはあくまでもきちんと線引きをした上で運営していきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○永田委員長 ほかに。 

○小野委員 先ほど副委員長から、発覚時のフローについて聞き取りから始まってという

ことが説明がありました。ちょっとこの中で具体的にお伺いしたいことがあります。現場

では状況が常に動いている中で先生のかかわり方が非常に重要になってくるかなと思いま

す。そんなときに、先生にどのような支援やアドバイスがされているのか。例えばある学

校ですけれども、学校の先生の８割くらいが心理カウンセラーの資格を取得して、いわゆ

るいじめる側にもアプローチをして、どういう心理状況なのかだとかいうことで、非常に

適切な対応をできる限り心がけているというようなところもあります。そのかわりにスク

ールカウンセラーがいるんだと思うんですけど、どうしてもやっぱり一番近い存在である

先生というところが大事になってくると思います。その先生についてのアドバイス、支援

体制がどんなふうにされているのかということを教えてください。 

○佐藤指導課長 子どもたちのやりとりにおいて、どのようにアプローチをしていくかと

いうことに対しての支援につきましてですが、これは教員になったときから教育相談とは

どういうものであるかということを教員自体はしっかりと学ぶという機会を教育委員会の

ほうとしてもつくってきているところでございます。ただ、このいじめの問題に関しては、

やはり個々で抱えることなく組織的に解決していくということが法の中でもうたわれてお

るところでございます。学校等が全体で組織的に取り組むということですので、学校の中

に取り組むキーマンとしては、その学年があれば当然学年の間の先生の中でお互い共通し

ている児童理解のもとに行われる。そしてまたそれがある一定程度の学年であれば、その

前に担任したことのある教員が一緒に携わる。そして養護教諭がやはり全ての子どもたち

とかかわる面が非常に多いので、そういったところからも支援、アドバイスをするといっ

たような、学校の中での組織体制、常にスクールカウンセラーというのは常設でいるわけ

ではなく、週に１回か２回ですので、そういった意味では、基本はやはり学校の中でいじ

め対策、生活指導部、そういったところがやはりチームになってその子どもたちを理解で

きるよう体制をいつでも整えていくと。これを基本にしているところでございます。また、

そういう体制が大変とても大事であるということは教員のみならず管理職等にも研修を行

ったりしてきている経緯がございますし、そういったこともいじめについては校長会等で

お話をしてきていると、そういうことでございます。 

○小野委員 わかりました。一方で、先生のたった心ない一言が意外と事態を深刻化した

りだとかいうことも珍しくないというのが実情だと思います。先生も忙しい中で一人の子

にどこまで対応ができるかというのは非常に難しいことだと思うんですね。一方で、先生

の経験値とか、それから感覚でついつい対応したことが後で取り返しのつかないようなこ

とになるということがあると思いますので、やっぱりこういうふうに進めていきましょう

というような大枠はあるかもしれませんけれども、じゃあ具体的にこういうときにこんな

ときにどんな言葉をかけるのが適切なのかとかいう、いわゆるきめ細やかな支援体制とい

うものが果たして現場でできるのかなというところは一つ疑問なんですね。そのあたりは
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いかがですか。 

○佐藤指導課長 これは教育全体の変化の例なんですけれども、今度の新しい学習指導要

領に基づいて小学校が４月から教育課程が実施されます。その中の三つの資質能力として

は、知識・技能、そして２番目が思考力・判断力・表現力、３番目が学びに向かう力・人

間性でございます。これはやっぱり子どもが自分で考えて自分で行動してというような自

立を促すということを基本としておりますので、その中で、やはり子どもがやっぱりどう

やったら学びを自分たちで主体的になるのか。どういうふうな声かけをしたら子どもが意

欲はつらつで伸びていくのかということに関しては、これは教師が授業を中心に最も考え

ていかなくてはならない大命題であるというふうに思っています。すなわち教師の言葉、

先ほど委員ご指摘のように、それによって子どもがどのように変わっていくのかというと

ころをしっかりと見取っていこうのがこれからの教育の趣旨でございます。残念ながら、

全国各地に広く見てみますと、教師の発言であるとか心ない言葉であるとかによって子ど

もたちが傷つけられたという例は報道にもされているところでございますが、やはり教育

の本質を考えたときに、その教師が子どもたち一人一人に対して言葉かけを考えていく。

一クラスを任されたらそのクラスの子どものことはさまざまなことを理解して言葉を選ん

でやっていくというのは教師の本質的なしっかりやらなければならない部分だというふう

にこちらは認識しております。そのことについては、いじめにおいて教育相談の研修等に

おいてこちらのほうから問いかける部分でもありますし、もっと大きく捉えて言うならば、

今ご説明差し上げたように、大きな大きな教育の本質の中で、やはり一人一人の子どもに

どのような言葉を考えるか。人権的な配慮、偏見差別をなくす、こういったようなさまざ

まな教育課題も含めて考えますと、委員がご指摘いただいたような、言葉のことというの

は非常に大事であると。それは経験値を問わずとも、目の前に子どもたちが来た場合には、

やっぱり教師たる者そういう者はしっかりと考えていかなくちゃならないという認識に立

っています。 

○小野委員 ありがとうございます。先生も本当に多忙な中でこうした問題に向き合って

いかなければいけないということになっていますので、先生方の心身の健全というところ

も今進めてくださっているところだと思います。やはり先生が健全であること、それから

先生が教育の本質というところを見誤らないことというところは本当に大事になってくる

と思いますので、ぜひこれからも先生たちの支援をしつつ、先生たちが適切な働きかけが

できるように、ぜひ、区でもしっかりと支えていくということをお願いしたいと思います。 

○佐藤指導課長 ありがとうございます。働き方改革にもつながってくるところだと思い

ますが、学校における教員の働き方改革の基本的な考え方は、教師が子どもたちと話した

り、見詰め合ったり、考え合ったり、触れ合ったりする時間をふやすというところです。

ですので、そういった意味での整理は今後も続けてまいりたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

○永田委員長 西岡委員。 

○西岡委員 先ほどアンケートのお話がありましたけれども、今、全区立学校の児童・生

徒対象のアンケートが年３回行われていると思いますが、その際に、いじめ悩み相談レタ

ーよりは、まず発見する手段としては、やはりアンケート調査が一番身近だと思うんです

ね。で、児童が提出する提出先をクラスの担当教師ではなくて校長とか、例えばもう少し
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工夫をしていただきたいというふうに考えています。 

 何でかというと、やはり児童が対教師に対するいじめというのも相談件数が保護者も入

れると５０件程度、平成３０年度であるみたいなんですけれども、そういう意味でも、や

はり第一に見る方が当該者である担当教師であると、生徒も今後相談しにくいと思うので、

例えばスクールカウンセラーですとか、スクールライフサポーター、あとスクールソーシ

ャルワーカー、たくさんいらっしゃいますから、行き先を、提出先を少し工夫してはいか

がかと思いますが、いかがでしょうか。 

○佐藤指導課長 今、アンケートの調査のとり方ですけれども、各学校それぞれ工夫はし

ていると思いますが、例えば封筒に入れて出すと。そこには中には名前が書いてあります

けれども、子どもの名前が。外の封筒には書いてないでランダムに回収するというような

形の提出方法は今のところあるのかなというふうに考えています。そういった配慮は必要

なのかなというようなところは考えるところではございますが、先ほど申しましたように、

教師と子どもの信頼関係がなくして、いろいろな問題って、解決はしていきづらいなとい

うふうに思っております。ですので、やはりそこをしっかりと構築するということを前提

としつつ、出しづらいというような子があった場合には、個別の何らかの対応を各学校で

工夫をして取り組んでいくことも大事なのかなというふうに考えます。 

○西岡委員 今のご説明もわかるんですけれども、私お聞きしたのが、提出先がやはり子

どもの名前を、要は解決のために書こうが書くまいがなんですが、提出先がどこになって

いるのかなという、例えば今申し上げましたように、対教師からのいじめだった場合に、

担当教師が名前を書いて封筒に入れても、結局、第一発見で見るのがその当該者であれば

意味がないので、子ども今後相談しにくくなってしまうので、スクールカウンセラーです

とかスクールライフサポーターやソーシャルワーカーがいらっしゃいますから、そういう

宛先にしてはいかがですかという、検討してはどうでしょうという意味で質問させていた

だいたんですが。 

○佐藤指導課長 学校で行うそういったアンケートにつきましては、今、私が説明させて

いただいた提出方法で行うと。ただし、それ以外にも子どもたちのほうにはいじめ相談電

話であるとかレターであるとか、そういう手段もございますので、学校でもしそういうの

が出しづらかったということであれば、そういった方向を子どもたちにこちらのほうとし

ては推奨といいますか、周知はしているところですので、そちらのほうを活用していくと

いう形になるのではないかと考えます。 

○西岡委員 そうしますと、アンケートで発見されるものと、いじめ悩み相談レターやい

じめ悩み相談ホットラインのことをおっしゃっていると思うんですけれども、どういう比

率で第一発見されることが多いんですか。 

○佐藤指導課長 これは、レターとかアンケートとかということはあくまで子どもとして

言いにくいような部分について把握するものでありまして、基本的には学校の中でやはり

起きた現象であるとか、子どもたちからの申し出、保護者からの申し出によって対応して

いくという形のほうがほとんどを占めているという状況です。 

○西岡委員 そうしますと、私の質問も、確かに対教師からのいじめが５０件程度年間保

護者も含めてあるということなので、それに対する問題解決がどういうふうな経緯でなっ

ていくのかなという場合に、やっぱり第一発見で見る担当教師が見て、まず、まあ握り潰
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すとは言いませんけれども、やはり別の解釈をして上のほうに伝えてしまうと、その子の

せっかく勇気を持って書いた意思が要は反映されなければ意味がないなと思って質問して

いるんですけれども、それに対してはいかがですか。 

○佐藤指導課長 もし対教師からのいじめといいますか、そういうことに関して言うなら

ば、不適切な指導ということになるかというふうに思います。 

 ですので、今、議論されているいじめというのは、基本的に子ども同士間の間での起き

たトラブルを発端にすることでございますが、当然のように教師がそういった何かクラス

の子どもに対して何か威圧感を与えるような指導であるとか威圧的な言動であるとか、そ

ういったものというのは、子どもからの申し出があったり保護者からの申し出があれば、

学校長なり教育委員会がそれを受けて学校長に連絡をして、そしてその当該教員にそのよ

うな行動はあったのかということをきちんと解決していくような流れはできているところ

でございます。また、子どもたちの中でどうしてもそういうのがある、まちの中でそうい

うのを聞くということであれば、やはりそれはそのまんまにしておかないで、ぜひ学校の

ほうで相談しやすい風土のもと出してもらいたいというようなところは、こちらとしては

考えているところでございます。 

○村木教育担当部長 ちょっと補足させていただきます。教育担当部長です。ただいまの

指導課長の答弁に、ちょっと補足させていただきます。 

 いじめ防止対策推進法では、いじめの定義としては、いじめ等は、児童等に対して当該

児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行

う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身

の苦痛を感じているものを言うとなっており、「児童等」とは、学校に在籍する児童又は

生徒を言うとなっています。 

 で、いじめ防止対策推進法では、いじめというのは子ども同士、この中で起こるさまざ

まなトラブル、そういったものを想定しています。今、西岡委員からご指摘がありました

ように、教師から、そちらから子どもに対する不適切な指導、そういった件数もかなり報

告されています。ただ、それをいじめの対策の枠の中で同じように対処していくというの

は、これはなかなか適切ではないというふうに考えてございます。いじめとしては、先ほ

どから何度も委員からもご質問、あるいはこちらからご答弁させていただいたような、そ

ういったいじめ対策の大きな枠の中でやっていきます。それと同時に、この教員の不適切

指導、これに対する対応というのもこちらでもさまざまに考えてございます。 

 先ほども指導課長からお話がありましたように、そういった例えばその子どもが言いに

くいこと、それをまたほかの子どもが今度は言ってくれるとか、あるいは周りの大人たち

が注意して言うと。そういった風通しのよい学校をつくっていくということがまず第一で、

それから周りの人たち、たくさんの目で見ていく。そういった申し出、あるいは訴え、こ

れを受ける窓口を多くつくっていく。そういった形でさまざまな学校内のトラブル、これ

に対処していきたいと考えていますので、その不適切指導についても、こちらとしてはさ

まざまな対応をしていきたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○西岡委員 ありがとうございます。ただ、最近の傾向としては、一人の教師だけがでは

なくて、そのクラスメートの生徒と一緒になって先生が一緒にターゲットを決めていじめ
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てしまうというようなこともあると思うんですね。だから一概に、この、何か線を引いて

先生だから生徒だからというような、いじめというくくりはもちろんわかるんですけれど

も、じゃあスクールカウンセラーですとか、スクールライフサポーターの方々に、そうい

う先生への、こういういじめを受けているというようなことを言えない状況ということは

ないわけですよね。 

○村木教育担当部長 今もご指摘ありましたが、例えばスクールライフサポーターですと

か、そういった学校内にいる教員以外の方々、今、千代田の学校ではさまざまな方が入っ

ておりますので、そういった方がそういった事象を目にした場合には、それはすぐに校長

なり何なり、ほかの責任ある者に言うという、そういう形になると思います。 

○西岡委員 はい。ありがとうございました。 

○小野委員 関連で。 

○永田委員長 小野委員。 

○小野委員 ちょっと、これ、今回独自のアンケートということですので、これについて

事実確認でお伺いしたいことが、まず、回収の仕方としては、よくあるのが、何も書いて

いない封筒に、のりづけをしっかりされた状態で封筒には記名がなしというのが主流だと

思うんですけど、それと同じなのかということと、一旦集められたものは誰が集計を担っ

ているのか、いわゆるクラスの担任が集計をするのか、それともまたほかの方がやるのか

という、ここについて、まず確認してよろしいですか。 

○永田委員長 一旦休憩します。 

午後２時５０分休憩 

午後２時５１分再開 

○永田委員長 再開します。 

 指導課長。 

○佐藤指導課長 ただいまの独自のアンケートの件につきましては、こちら、区のほうで

ｈｙｐｅｒ－ＱＵという、学級満足度調査というのを行っています。これはいじめそのも

のの中身よりも、質問内容としては、子どもたちがこのクラスについてどう思っているか

とか、人間関係について悩みがないのかというようなアンケートをとります。それが分析

をされて、四つの所属群みたいなものに分かれて、その中で孤立している子どもはいない

か、この学級に対して不満足を持っている子はいないかというのを学校の教師のほうが把

握をするということの中で、やっぱりクラスの中で困っている子を見つけ出していくとい

うためのアンケート調査ということになっております。これにつきましては、各学校、そ

の分析をもとに、それをどういうふうに見たらいいのかというようなことも研修を行って

いるところでございます。 

○小野委員 のりづけと集計は。 

○佐藤指導課長 あ、のりづけと集計。はい。のりづけをして、子どもたちが、ｈｙｐｅ

ｒ－ＱＵという会社があるんですけれども、そのアンケートを実施する。そちらのほうに

送って分析をしてもらうというような流れでございます。 

○小野委員 ありがとうございます。よくわかりました。ということは、集計をされたも

のが学校に届くという、そういう仕組みという解釈で間違いないでしょうか。 

○佐藤指導課長 はい。そのとおりでございます。 
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○小野委員 はい。ありがとうございます。 

○永田委員長 ほかに、いじめ関連について。 

○たかざわ委員 先ほど小野委員のほうからフローという話がありました。第三者委員会

につながるまでの段階ということで、初めは当事者、担任が入って当事者同士で、その後

サポートチームがあってという校内でつくってということですけども、その後をもう一回

ご説明、その後、あと２段階だと思うんですけども、すみません、もう一度確認させてく

ださい。 

○佐藤指導課長 いじめが発生をして、その当事者同士の話し合いになり、それでこれは

生命、先ほど重大事態に近いもので、もしくは今後いろいろな意味で共通理解に発展して

いかなきゃならない、共通理解が必要だというときにおいて健全育成サポートチームが実

施をされます。それを受けて、いじめに対するこういった方向でというような話が見解が

出るんですけれども、それでなおかつ保護者のほうが納得がいかないというような場合で、

なおかつ重大事態につながるというものに関して第三者委員会のほうが開かれたと、そう

いう流れになっております。 

○たかざわ委員 そうしますと、３段階という認識でよろしいですね。で、サポートチー

ムの委員構成なんですけども、どういう人数でどのような方が担当なさるんですか。（発

言する者あり）はい。待ちます。 

○永田委員長 一旦休憩します。 

午後２時５５分休憩 

午後２時５５分再開 

○永田委員長 再開します。 

 指導課長。 

○佐藤指導課長 健全育成サポートチームでございますが、こちらに当たっては、まず学

識経験を有する者、または法律、心理、医療等に関する専門的な知識を有する者。そして

指導主事または児童・家庭支援センターの職員。警察その他の関係機関の職員。あと、民

生・児童委員、青少年委員。その他の地域住民、スクールソーシャルワーカー、スクール

カウンセラー。その他、複数の教職員と、主にこういったメンバーを中心としております。

（発言する者あり）これ、全部フルで集まると７名から８名という形になっていることで

ございますが、２０名以内というような形の構成の…… 

○たかざわ委員 学校によって違う。 

○佐藤指導課長 ので、学校によって、人数についてはばらつきがあるという形でござい

ます。 

○たかざわ委員 そうしますと、この当事者間からこの健全育成サポートチームが開かれ

た事案というのはどれぐらいあるんでしょうか。 

○佐藤指導課長 このいじめの重大事態の有無にかかわらず、毎年一度は必ず集まって話

をするという形になっているところでございます。で、それ以外で緊急事態という形で話

し合ってきたところにつきましては、今のところ、今年度は１件というふうな認識です。 

○たかざわ委員 １件。 

○佐藤指導課長 はい。 

○たかざわ委員 以前、私がこの委員会に所属していたときに、そのときの指導課長が、
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幸い千代田区は１件もいじめがありませんという答弁をなさっていたんですよ。実は我々

結構まちに入り込んでいますので、しかも学校のことも結構やっていましたので、実際の

話を聞いているものですから、それは明らかに違いますよねということで、休憩中にお話

しさせていただいたこともあるんですが、このサポートチームへつながった案件が１件と

いうのもちょっと少ないんじゃないかなと思うんですけども、その辺はどうお考えですか。 

○佐藤指導課長 ちょっと実際にあるのが１件ということですので、多いか少ないかとい

うことに関してはちょっと私もどのように認識を持っていいかというと難しいところでは

あるんですけれども、ただし、いじめの初期段階、早期発見、早期対応においては、非常

に学校側も努力をして双方の話し合いにしてきているというような流れがあるのかなとい

うふうに推察はしているところでございますが、やはり重大事態というようなところの線

がありますので、そこのところに到達しないいじめというのはたくさん私どもも報告は受

けています、ぶつかり合いというか。ですので、まさにこれについては子どもたちの心身

とか財産とかに大きな影響を及ぼすものというような観点では、精神的なものは推しはか

れない部分というのがありますけれども、現段階においては学校のほうでそういった適切

に指導し、行ってきているというふうな認識に立っているところです。 

○たかざわ委員 子ども同士のいじめというのは、結構短い時間でエキサイトしてくるん

ですね。場合によっては１週間から１カ月で、もうこれでいじめるほう、いじめられるほ

うという形ができてきまして、で、それが表に出ないことかもしれないですけども、そう

いう事案が結構あるんです。それについて、先ほど答弁の中で、時間がかかっているもの

ということがありましたけど、それは発見されてから時間がかかっているんでまだいいと

思うんですが、見えない中で起こっていると、もう１カ月ぐらいでそういう身体、心身、

それに重大な危険を及ぼすような事案になりかねないというふうに思っていますので、そ

の辺はそれを承知の上対応していただければいいと思うんです。 

 それと、先ほど西岡委員のほうから、直接担任に渡すというお話がありましたけど、以

前、今どういうふうになっているのか私もちょっとわからないんですが、以前、九段中等

教育学校では、目安箱というのをつくって置いてありました。で、そこへ子どもが何かあ

ればそこへ不満やいじめの事案を書いて中に入れると。それを後で確認するというような

ことがあったんですが、今はないんですかね。その辺をちょっと確認したいと思います。 

○佐藤指導課長 すみません。ちょっと、箱の存在についてはあれなんですけど、例えば

小学校でいいますと、各学級に相談箱みたいなのを置いて学級経営をしている学校もあり

ますので。ただし、勝手に開けられてしまうとか、そういうようなこともある可能性もあ

るので、ちょっとそのあたり確認はしてみたいなと思います。 

○たかざわ委員 当然、鍵をかけていました。 

○佐藤指導課長 あ、鍵をかけて。ただ、何らかのあれで大丈夫なのかなということもあ

りますので、考えていきたいと思います。 

 その前で委員ご指摘いただいたところは、まさに私どもも重く考えていかなくてはなら

ない部分だというふうに思っております。やはり表に出ているものと、それが顕在化して

きてないものも含めて、やっぱりしっかりと子どもたちを見詰める。そしてその声をしっ

かりとっていく。出していくことも自由だというような風土をしっかりと持っていくこと

が必要だというふうに、改めて認識をいたしました。 



陳情審査部分抜粋：令和 2年 3月10日 地域文教委員会（未定稿） 

送付２－５ 千代田区へ第三者委員会の開催と再調査をお願いしたく陳情します 

 １３ 

○たかざわ委員 先ほど河合委員のほうから、発見された場合にはポイントをつけろみた

いな話がありましたけども、実はやはりどうしても校内だけというふうになりますと、閉

鎖的な社会ですから、できれば穏便に穏便にという力が働いてしまうんですね。ですから、

この重大事案というハードルをうんと下げまして、この健全育成サポートチームによる会

合というのはもっと案件がふえていっていいと思うんで、その辺はいかがですか、対応し

ていただけませんかね。 

○村木教育担当部長 今、たかざわ委員からもご質問いただきました。そのほかの委員の

皆様からもさまざまいじめに関してご意見いただきました。先ほどもご指摘がありました

けど、いじめは我々も犯罪だというふうに認識してございます。また、学校からいじめの

報告がないからといって、その学校はいい学校だとは我々は思っておりません。例えばこ

のいじめの対策がどれだけ進んだかということについてたびたび指摘を受けるんですけど、

いじめの件数の推移を見るということを指摘を受けるんですけど、我々それは考えてござ

いません。いじめの報告の件数が減ったからいじめは減っているというのは、それはちょ

っとどうかなというふうに考えてございます。むしろいじめはあるという前提で、それに

対して教員なり学校なりがどういうふうに適切な対応ができたか、そちらのほうを評価し

ていくべきかなというふうに考えているところでございます。（発言する者あり） 

 それから、今、たかざわ委員からご指摘がございました健全育成サポートに上がる案件

でございますが、基本的には健全育成サポートというのは、何かあったときに立ち上げる

ものではなくて、常時設置しているものです。これについては、重大事案だけではなく、

学校で起こるいじめ問題についてさまざまな角度から専門家を交えて意見を聞くというも

のですので、そこでさまざまな多くの問題を議論していただくように学校のほうにはまた

周知していきたいと思います。また、いじめにつきましては、教育委員会のほうで毎月件

数の報告を受けてございまして、それなりの数はやはり上がってきてございます。それに

ついて特に問題があるケースにつきましては、ちょっと公開の場では議論するにふさわし

くないものですから、教育委員の中でも情報共有した上で、適切な対処をしていけるよう

に議論等しておりますので、そちらのほうもご理解よろしくお願いいたします。 

○たかざわ委員 しっかりやってください。 

○永田委員長 はい。 

 ほかによろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○永田委員長 はい。それでは、これまで当陳情審査の機会に、いじめ全般について、質

疑をお受けしました。 

 以上をもちまして、本件につきましては審査終了といたしたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○永田委員長 はい。ありがとうございます。（「審査できないということ」「できない

んだ」と呼ぶ者あり）できないということで終了という。はい。 

 それでは、この審査内容につきまして、議長にこのとおり報告いたします。 

 以上で陳情審査を終了します。 


